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2024年 9月 22日 

『かんたんクラウド給与』をご利用のお客様へ 

社会保険の短時間労働者への適用拡大についてのご案内 

 

日頃より『かんたんクラウド給与』をご利用いただき誠にありがとうございます。 

2024 年（令和 6 年）10 月より短時間労働者の社会保険の加入要件が拡大され、厚生年金保険の被保険者

数が 51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。 

つきましては、社会保険の短時間労働者への適用拡大の概要および『かんたんクラウド給与』での設定方法について、

ご案内申し上げます。 

 

1. 社会保険の短時間労働者への適用拡大の概要 

2016年（平成28年）10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が実施され、特

定適用事業所で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険（社会保険）の加入対象となっています。 

2024年10月からは、従業員数51人～100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の加入対象者

になります。 

⚫ 詳細は日本年金機構ホームページの以下をご参照ください。 

（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html） 

 

2. システムでの短時間労働者の設定方法について 

以下の手順に沿って短時間労働者を設定します。 

（1） 社会保険の加入対象者となる短時間労働者の把握 

以下のすべてに該当する方が短時間労働者として社会保険の加入対象となります。 

⚫ 厚生年金保険の被保険者数が 51人以上の会社であること 

⚫ 週の所定労働時間が 20時間以上であること 

⚫ 所定内賃金が月額 8.8万円以上であること 

⚫ 2 カ月を超える雇用の見込みがあること 

⚫ 学生でないこと 

※システムでは、会社の被保険者数や社員が短時間労働者の要件に該当するかの判定はしておりません。以下

の通り「短時間労働者」の登録欄を追加しましたので、該当する社員について登録を行ってください。 

 

（2） 短時間労働者の設定 

① 『登録』＞「社員登録」より、［社会保険］を表示します。 

② 新たに健康保険／厚生年金保険に加入する場合は、［標準報酬月額］を選択し、［保険対象者］

で［対象］を選択します。 

③ ［短時間労働者］の欄で、短時間労働者に該当する場合は［対象］を選択します。 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
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④ ［更新］ボタンで保存します。 

 

短時間労働者に設定した社員の場合は、『社保』＞「算定基礎届」、「月額変更届」で、支払基礎日数が 11日

以上の月で算定計算が行われます。 

※短時間労働者以外の社員の場合は今まで通り、支払基礎日数が 17日以上の月で算定計算が行われます。 

 

以上 


